
２０１５年

NO. 55
6 月２6 日

●輸送混乱時の代替え要員も確保されていない、
　運用面でも厳格ではない。乗務員予備は、労
　基法４０条ではなく労基法３２条の２の扱い
　とし配置すること。

●３２条の２では、基本的に一旦指定した勤務は
　むやみに変更出来ない。鉄道業務の特性上、
　勤務を変えざるを得ない。４０条に基づいて、
　勤務が始まるまでは、どの様な状況にも対応で
　きるように待機している。運用面はレベルアッ
　プをしたい。

●我々の調査では実際に待機予備のいる職場は
　少ない。予備をどの様に考えているのか。大
　半が行路を指定されている。現実的には待機
　はいない。

●予備の考え方は、待機し輸送混乱時の対応であ
　る。一方で、効率的な運用も必要であり、繁閑
　での違いや職場の規模によっての違いもある。

●昨年のダイヤ改正時の行路を０６年と比較し
　た調査をした。働き度が上がっている一方で、
　食事時間含め切りつめられており、働きづら
　くなっている。

●制度は逸脱していないが、働き方も変わってき
　ている。悪くすることを目的に行路を作ってい
　るわけではない。車両の改善もし、どう働きや
　すくするかも継続してやっていく。

●食事と休憩する所は分けてほしいというのが
　全体の声であり、努力を求める。

●色んな声は承知している。限られたスペースの中
　で、出来ることは対応していく。

［ 予備勤務に関して ］

［ 労働実態 ］

［ 設備改善に関して ］


